
様式第１号（第２条）

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

上下水道料金システム

上下水道事業管理者

給水サービス課

水道料金・下水道使用料の請求

１住所、２氏名、３電話番号、４水栓番号、５口座情報、６料金、
７各種相談・苦情・要望の内容

現旧上下水道使用者及び給水装置所有者、請求先

上下水道使用者からの申請及び検針等

 ☑あり　□なし

☑なし

 ☑なし　□あり
提供先の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

 名 称　給水サービス課

 所在地　川越市三久保町20-10（川越市上下水道局1階）

備 考

個人情報ファイルの種
別  政令第２１条第７項に該当す

る
 ファイル　□あり　□なし

 ☑法第６０条第２項第１号
　 （電算処理ファイル）

 □法第６０条第２項第２号
　 （マニュアル処理ファイル）

特定個人情報保護評価
実施の有無、評価書の
名 称 及 び 種 類

☑なし　□あり
※　個人番号には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら
　れる番号、記号その他の符号であって住民票コード以外のものを含
む。

□あり
評価書の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種類　□基礎項目評価書　□重点項目評価書　□全項目評価書

個 人 番 号 の 有 無

記 録 情 報の 収集 方法

記 録 情 報 の
要配慮個人情報の有無

開示請求、訂正請求又
は利用停止請求を受理
す る
組織の名称及び所在地

保 有 個 人情 報の 訂正
及び利用の停止に関す
る他の法令の規定によ

る
特 別 の 手 続 等

記録情報の当該市の機
関以外の者への経常的

な
提 供 先 の 有 無

記 録 範 囲

個人情報ファイルの名
称

市 の 機 関 の 名 称

個 人 情 報フ ァイ ルが
利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個 人 情 報 フ ァ イ ル
の 利 用 目 的

記 録 項 目



様式第１号（第２条）

記 録 範 囲

個人情報ファイルの名
称

市 の 機 関 の 名 称

個 人 情 報フ ァイ ルが
利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個 人 情 報 フ ァ イ ル
の 利 用 目 的

記 録 項 目

記 録 情 報の 収集 方法

記 録 情 報 の
要配慮個人情報の有無

開示請求、訂正請求又
は利用停止請求を受理
す る
組織の名称及び所在地

保 有 個 人情 報の 訂正
及び利用の停止に関す
る他の法令の規定によ

る
特 別 の 手 続 等

記録情報の当該市の機
関以外の者への経常的

な
提 供 先 の 有 無

備 考

個人情報ファイルの種
別  政令第２１条第７項に該当す

る
 ファイル　□あり　□なし

 □法第６０条第２項第１号
　 （電算処理ファイル）

 ☑法第６０条第２項第２号
　 （マニュアル処理ファイル）

特定個人情報保護評価
実施の有無、評価書の
名 称 及 び 種 類

☑なし　□あり
※　個人番号には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら
　れる番号、記号その他の符号であって住民票コード以外のものを含
む。

□あり
評価書の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種類　□基礎項目評価書　□重点項目評価書　□全項目評価書

個 人 番 号 の 有 無

１住所、２氏名、３電話番号、、４水栓番号、５金融機関名、６口座番
号

口座振替による水道料金等の支払いを希望する水道使用者

口座振替による水道料金等の支払いを希望する水道使用者からの申請

 □あり　☑なし

☑なし

 ☑なし　□あり
提供先の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

 名 称　給水サービス課

 所在地　川越市三久保町20-10（川越市上下水道局1階）

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

口座振替依頼書綴

上下水道事業管理者

給水サービス課

口座振替希望者の口座情報登録



様式第１号（第２条）

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

延滞金関係綴

上下水道事業管理者

給水サービス課

下水道使用料の延滞金発生者への請求の決定

１住所、２氏名、３水栓番号、４下水道使用料元金及び延滞金額

下水道使用料の延滞金発生者

水道料金システムから対象となる調定及び入金情報等を抽出

 □あり　☑なし

☑なし

 ☑なし　□あり
提供先の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

 名 称　給水サービス課

 所在地　川越市三久保町20-10（川越市上下水道局1階）

備 考

個人情報ファイルの種
別  政令第２１条第７項に該当す

る
 ファイル　☑あり　□なし

 □法第６０条第２項第１号
　 （電算処理ファイル）

 ☑法第６０条第２項第２号
　 （マニュアル処理ファイル）

特定個人情報保護評価
実施の有無、評価書の
名 称 及 び 種 類

☑なし　□あり
※　個人番号には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら
　れる番号、記号その他の符号であって住民票コード以外のものを含
む。

□あり
評価書の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種類　□基礎項目評価書　□重点項目評価書　□全項目評価書

個 人 番 号 の 有 無

記 録 情 報の 収集 方法

記 録 情 報 の
要配慮個人情報の有無

開示請求、訂正請求又
は利用停止請求を受理
す る
組織の名称及び所在地

保 有 個 人情 報の 訂正
及び利用の停止に関す
る他の法令の規定によ

る
特 別 の 手 続 等

記録情報の当該市の機
関以外の者への経常的

な
提 供 先 の 有 無

記 録 範 囲

個人情報ファイルの名
称

市 の 機 関 の 名 称

個 人 情 報フ ァイ ルが
利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個 人 情 報 フ ァ イ ル
の 利 用 目 的

記 録 項 目



様式第１号（第２条）

記 録 範 囲

個人情報ファイルの名
称

市 の 機 関 の 名 称

個 人 情 報フ ァイ ルが
利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個 人 情 報 フ ァ イ ル
の 利 用 目 的

記 録 項 目

記 録 情 報の 収集 方法

記 録 情 報 の
要配慮個人情報の有無

開示請求、訂正請求又
は利用停止請求を受理
す る
組織の名称及び所在地

保 有 個 人情 報の 訂正
及び利用の停止に関す
る他の法令の規定によ

る
特 別 の 手 続 等

記録情報の当該市の機
関以外の者への経常的

な
提 供 先 の 有 無

備 考

個人情報ファイルの種
別  政令第２１条第７項に該当す

る
 ファイル　□あり　□なし

 □法第６０条第２項第１号
　 （電算処理ファイル）

 ☑法第６０条第２項第２号
　 （マニュアル処理ファイル）

特定個人情報保護評価
実施の有無、評価書の
名 称 及 び 種 類

☑なし　□あり
※　個人番号には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら
　れる番号、記号その他の符号であって住民票コード以外のものを含
む。

□あり
評価書の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種類　□基礎項目評価書　□重点項目評価書　□全項目評価書

個 人 番 号 の 有 無

１住所、２氏名、３その他（水栓番号）

検定満期を迎えた水道メーターの使用者

水道使用者情報

 □あり　☑なし

☑なし

 名 称　給水サービス課

 所在地　川越市三久保町20-10（川越市上下水道局1階）

 ☑なし　□あり
提供先の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

検満メーター交換一覧表

上下水道事業管理者

給水サービス課

８年で検定満期となった市内の水道メーターを、年７回に分けて交換す
ることを目的とする。



様式第１号（第２条）

記 録 範 囲

個人情報ファイルの名
称

市 の 機 関 の 名 称

個 人 情 報フ ァイ ルが
利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個 人 情 報 フ ァ イ ル
の 利 用 目 的

記 録 項 目

記 録 情 報の 収集 方法

記 録 情 報 の
要配慮個人情報の有無

開示請求、訂正請求又
は利用停止請求を受理
す る
組織の名称及び所在地

保 有 個 人情 報の 訂正
及び利用の停止に関す
る他の法令の規定によ

る
特 別 の 手 続 等

記録情報の当該市の機
関以外の者への経常的

な
提 供 先 の 有 無

備 考

個人情報ファイルの種
別  政令第２１条第７項に該当す

る
 ファイル　□あり　□なし

 □法第６０条第２項第１号
　 （電算処理ファイル）

 ☑法第６０条第２項第２号
　 （マニュアル処理ファイル）

特定個人情報保護評価
実施の有無、評価書の
名 称 及 び 種 類

☑なし　□あり
※　個人番号には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら
　れる番号、記号その他の符号であって住民票コード以外のものを含
む。

□あり
評価書の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種類　□基礎項目評価書　□重点項目評価書　□全項目評価書

個 人 番 号 の 有 無

１住所、２氏名、３電話番号、４水栓番号、５料金、６修繕箇所図面

漏水があった水道使用者

漏水があった水道使用者からの申請

 □あり　☑なし

☑なし

 ☑なし　□あり
提供先の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

 名 称　給水サービス課

 所在地　川越市三久保町20-10（川越市上下水道局1階）

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

水道料金等軽減申請書綴

上下水道事業管理者

給水サービス課

漏水があった水道使用者の水道料金等の減免認定



様式第１号（第２条）

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

水道料金等領収書控綴

上下水道事業管理者

給水サービス課

納入通知書により納付された収納情報のシステム登録（消し込み処理）

１氏名、２水栓番号、３料金

納入通知書で納付した水道使用者

金融機関からの送付

 □あり　☑なし

☑なし

 ☑なし　□あり
提供先の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

 名 称　給水サービス課

 所在地　川越市三久保町20-10（川越市上下水道局1階）

備 考

個人情報ファイルの種
別  政令第２１条第７項に該当す

る
 ファイル　□あり　□なし

 □法第６０条第２項第１号
　 （電算処理ファイル）

 ☑法第６０条第２項第２号
　 （マニュアル処理ファイル）

特定個人情報保護評価
実施の有無、評価書の
名 称 及 び 種 類

☑なし　□あり
※　個人番号には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら
　れる番号、記号その他の符号であって住民票コード以外のものを含
む。

□あり
評価書の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種類　□基礎項目評価書　□重点項目評価書　□全項目評価書

個 人 番 号 の 有 無

記 録 情 報の 収集 方法

記 録 情 報 の
要配慮個人情報の有無

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地

保 有 個 人情 報の 訂正
及び利用の停止に関す
る他の法令の規定によ

る
特 別 の 手 続 等

記録情報の当該市の機
関以外の者への経常的

な
提 供 先 の 有 無

記 録 範 囲

個人情報ファイルの名
称

市 の 機 関 の 名 称

個 人 情 報フ ァイ ルが
利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個 人 情 報 フ ァ イ ル
の 利 用 目 的

記 録 項 目



様式第１号（第２条）

 所在地　川越市三久保町20-10（川越市上下水道局1階）

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

給水停止予告者一覧表

上下水道事業管理者

給水サービス課

給水停止予告書を発行する水道使用者（滞納者）の決定及び把握

１住所、２氏名、３未納状況、４水栓番号

給水停止予告書発行対象の水道使用者

上下水道料金システムから給水停止対象（給水停止予告書発行対象）の
水道使用者を抽出

 □あり　☑なし

記 録 情 報の 収集 方法

記 録 情 報 の
要配慮個人情報の有無

☑なし

 ☑なし　□あり
提供先の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

備 考

個人情報ファイルの種
別  政令第２１条第７項に該当す

る
 ファイル　□あり　□なし

 □法第６０条第２項第１号
　 （電算処理ファイル）

 ☑法第６０条第２項第２号
　 （マニュアル処理ファイル）

特定個人情報保護評価
実施の有無、評価書の
名 称 及 び 種 類

☑なし　□あり
※　個人番号には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら
　れる番号、記号その他の符号であって住民票コード以外のものを含
む。

□あり
評価書の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種類　□基礎項目評価書　□重点項目評価書　□全項目評価書

個 人 番 号 の 有 無

開示請求、訂正請求又
は利用停止請求を受理
す る
組織の名称及び所在地

 名 称　給水サービス課

保 有 個 人情 報の 訂正
及び利用の停止に関す
る他の法令の規定によ

る
特 別 の 手 続 等

記 録 範 囲

個人情報ファイルの名
称

市 の 機 関 の 名 称

個 人 情 報フ ァイ ルが
利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個 人 情 報 フ ァ イ ル
の 利 用 目 的

記 録 項 目

記録情報の当該市の機
関以外の者への経常的

な
提 供 先 の 有 無



様式第１号（第２条）

記 録 範 囲

個人情報ファイルの名称

市 の 機 関 の 名 称

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個 人 情 報 フ ァ イ ル
の 利 用 目 的

記 録 項 目

記 録 情 報 の 収 集 方 法

記 録 情 報 の
要配慮個人情報の有無

開示請求、訂正請求又は
利用停止請求を受理する
組織の名称及び所在地

保 有 個 人 情 報 の 訂 正
及び利用の停止に関する
他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

記録情報の当該市の機関
以外の者への経常的な
提 供 先 の 有 無

備 考

個人情報ファイルの種別
 政令第２１条第７項に該当する
 ファイル　□あり　□なし

 □法第６０条第２項第１号
　 （電算処理ファイル）

 ☑法第６０条第２項第２号
　 （マニュアル処理ファイル）

特定個人情報保護評価
実施の有無、評価書の
名 称 及 び 種 類

☑なし　□あり
※　個人番号には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら
　れる番号、記号その他の符号であって住民票コード以外のものを含む。

□あり
評価書の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種類　□基礎項目評価書　□重点項目評価書　□全項目評価書

個 人 番 号 の 有 無

１住所、２氏名、３電話番号、４住所の間取り・構造・材質

給水申請申込者

指定給水装置工事事業者を代理とした本人からの届出

 □あり　☑なし

☑なし

 ☑なし　□あり
提供先の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

 名 称　給水サービス課

 所在地　川越市三久保町20-10（川越市上下水道局1階）

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

給水装置工事完成届

上下水道事業管理者

給水サービス課

給水装置工事申請書を提出し、承認された者が工事検査を受けるため、予
め完成届を提出し、審査を受けることにより検査の適正を図ることを目的
とする。



様式第１号（第２条）

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

給水装置工事申請書

上下水道事業管理者

給水サービス課

給水装置の申込者から申請を受け、審査・承認を行うもので、給水の適
正を保持し、申請内容を記録することを目的とする。

１給水装置工事の申請地、２申請者名、３申請者の現住所、４代理人と
しての指定工事店名、５申請地の利害関係者、６給水管としての使用材
料、７配管状況、８申請家屋の間取り等

給水申請を行った者

指定給水装置工事事業者を代理とした本人からの申請

 □あり　☑なし

 ☑なし

 ☑なし　□あり
提供先の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

 名 称　　特になし

 所在地

備 考

個人情報ファイルの種
別  政令第２１条第７項に該当す

る
 ファイル　 ☑あり　□なし

  ☑法第６０条第２項第１号
　 （電算処理ファイル）

　 ☑法第６０条第２項第２号
　 （マニュアル処理ファイル）

特定個人情報保護評価
実施の有無、評価書の
名 称 及 び 種 類

 ☑なし　□あり
※　個人番号には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら
　れる番号、記号その他の符号であって住民票コード以外のものを含
む。

□あり
評価書の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種類　□基礎項目評価書　□重点項目評価書　□全項目評価書

個 人 番 号 の 有 無

記 録 情 報の 収集 方法

記 録 情 報 の
要配慮個人情報の有無

開示請求、訂正請求又
は利用停止請求を受理
す る
組織の名称及び所在地

保 有 個 人情 報の 訂正
及び利用の停止に関す
る他の法令の規定によ

る
特 別 の 手 続 等

記録情報の当該市の機
関以外の者への経常的

な
提 供 先 の 有 無

記 録 範 囲

個人情報ファイルの名
称

市 の 機 関 の 名 称

個 人 情 報フ ァイ ルが
利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個 人 情 報 フ ァ イ ル
の 利 用 目 的

記 録 項 目



様式第１号（第２条）

記 録 範 囲

個人情報ファイルの名称

市 の 機 関 の 名 称

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個 人 情 報 フ ァ イ ル
の 利 用 目 的

記 録 項 目

記 録 情 報 の 収 集 方 法

記 録 情 報 の
要配慮個人情報の有無

開示請求、訂正請求又は
利用停止請求を受理する
組織の名称及び所在地

保 有 個 人 情 報 の 訂 正
及び利用の停止に関する
他の法令の規定による
特 別 の 手 続 等

記録情報の当該市の機関
以外の者への経常的な
提 供 先 の 有 無

備 考

個人情報ファイルの種別
 政令第２１条第７項に該当する
 ファイル　□あり　□なし

 ☑法第６０条第２項第１号
　 （電算処理ファイル）  □法第６０条第２項第２号

　 （マニュアル処理ファイル）

特定個人情報保護評価
実施の有無、評価書の
名 称 及 び 種 類

☑なし　□あり
※　個人番号には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら
　れる番号、記号その他の符号であって住民票コード以外のものを含む。

□あり
評価書の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種類　□基礎項目評価書　□重点項目評価書　□全項目評価書

個 人 番 号 の 有 無

1宛名番号、2住民票コード、4世帯番号、5氏名情報、14現住所情報

農業集落排水処理施設利用者

本人、同一世帯の者及び代理人からの届出、住基台帳

 □あり　☑なし

☑なし

 ☑なし　□あり
提供先の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

 名　称　給水サービス課

 所在地　川越市三久保町20-10（川越市上下水道局1階）

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

農業集落管理台帳

上下水道事業管理者

給水サービス課

農業集落排水処理施設使用料賦課徴収



様式第１号（第２条）

記 録 範 囲

個人情報ファイルの名
称

市 の 機 関 の 名 称

個 人 情 報フ ァイ ルが
利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個 人 情 報 フ ァ イ ル
の 利 用 目 的

記 録 項 目

記 録 情 報の 収集 方法

記 録 情 報 の
要配慮個人情報の有無

開示請求、訂正請求又
は利用停止請求を受理
す る
組織の名称及び所在地

保 有 個 人情 報の 訂正
及び利用の停止に関す
る他の法令の規定によ

る
特 別 の 手 続 等

記録情報の当該市の機
関以外の者への経常的

な
提 供 先 の 有 無

備 考

個人情報ファイルの種
別  政令第２１条第７項に該当す

る
 ファイル　□あり　□なし

 □法第６０条第２項第１号
　 （電算処理ファイル）

 ☑法第６０条第２項第２号
　 （マニュアル処理ファイル）

特定個人情報保護評価
実施の有無、評価書の
名 称 及 び 種 類

☑なし　□あり
※　個人番号には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら
　れる番号、記号その他の符号であって住民票コード以外のものを含
む。

□あり
評価書の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種類　□基礎項目評価書　□重点項目評価書　□全項目評価書

個 人 番 号 の 有 無

１住所、２氏名、３電話番号、４水栓番号、５料金、６金融機関名、
７口座番号

水道料金等の還付対象の水道使用者

システムから還付対象水道使用者の調定及び入金情報等を抽出

 □あり　☑なし

☑なし

 ☑なし　□あり
提供先の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

 名 称　給水サービス課

 所在地　川越市三久保町20-10（川越市上下水道局1階）

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

還付決議書綴

上下水道事業管理者

給水サービス課

重複入金や漏水等による減免等があった水道使用者への還付の決定



様式第１号（第２条）

記 録 範 囲

個人情報ファイルの名
称

市 の 機 関 の 名 称

個 人 情 報フ ァイ ルが
利用に供される事務を
つかさどる組織の名称

個 人 情 報 フ ァ イ ル
の 利 用 目 的

記 録 項 目

記 録 情 報の 収集 方法

記 録 情 報 の
要配慮個人情報の有無

開示請求、訂正請求又
は利用停止請求を受理
す る
組織の名称及び所在地

保 有 個 人情 報の 訂正
及び利用の停止に関す
る他の法令の規定によ

る
特 別 の 手 続 等

記録情報の当該市の機
関以外の者への経常的

な
提 供 先 の 有 無

備 考

個人情報ファイルの種
別  政令第２１条第７項に該当す

る
 ファイル　□あり　□なし

 □法第６０条第２項第１号
　 （電算処理ファイル）

 ☑法第６０条第２項第２号
　 （マニュアル処理ファイル）

特定個人情報保護評価
実施の有無、評価書の
名 称 及 び 種 類

☑なし　□あり
※　個人番号には、個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いら
　れる番号、記号その他の符号であって住民票コード以外のものを含
む。

□あり
評価書の名称
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
種類　□基礎項目評価書　□重点項目評価書　□全項目評価書

個 人 番 号 の 有 無

１住所、２氏名、３電話番号、４水栓番号

現旧水道使用者及び給水装置所有者、請求先

水道使用者からの申請

 □あり　☑なし

☑なし

 □なし　☑あり
提供先の名称
（日高市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

 名 称　給水サービス課

 所在地　川越市三久保町20-10（川越市上下水道局1階）

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿

開閉栓及び変更申請書綴

上下水道事業管理者

給水サービス課

水道の使用開始・使用中止・登録内容の変更等の台帳（システム）登録・修正


